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一般財団法人調布市武者小路実篤記念館 

平成２９年度第１回 定時理事会議事録 

 

日時  平成２９年５月２日（火） 

    午後１時３０分 

場所  調布市東部公民館 

    学習室 

 

 

 

出席役員（６人） 

     理事長    福 田   宏 

     常務理事   大 木 正 勝 

     理事     柏 原 公 毅 

     理事     安 本 登喜子 

     理事     濱 嶋   稔 

     理事     宇津木 光次郎 

 

     監事     新 井 七 吾 

     監事     市 瀬   秀 

 

事務局  事務局長   大 木 正 勝（兼任） 

     事務局長代理 福 島 さとみ 

     次長     伊 藤 陽 子 

主幹     生 野 正 毅 

     主事     清 水 想 史 

 

（午後１時３０分 開会） 
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［議事次第］ 

         －理事長挨拶－ 

 

第１ 議題 

 （１）審議事項 

   ア 議案第１号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する理事候補者について 

   イ 議案第２号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する理事候補者について 

   ウ 議案第３号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する理事候補者について 

   エ 議案第４号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する理事候補者について 

   オ 議案第５号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する理事候補者について 

   カ 議案第６号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する理事候補者について 

   キ 議案第７号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する監事候補者について 

   ク 議案第８号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する監事候補者について 

   ケ 議案第９号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する評議員候補者について 

   コ 議案第10号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する評議員候補者について 

   サ 議案第11号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する評議員候補者について 

   シ 議案第12号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する評議員候補者について 

   ス 議案第13号 一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議

員会に提出する評議員候補者について 

   セ 議案第14号 平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実篤記

念館事業報告（案）の承認について 
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 ソ 議案第15号 平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実篤

記念館収支決算書（案）の承認について 

 

 （２）報告事項 

   ア 報告第１号 平成２９年度調布市議会第２回定例会に提出する

平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実篤記

念館の経営状況報告について 

 

第２ その他 
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○事務局  皆さん、こんにちは。定刻より少し早い時間でございますが、

皆さんおそろいになりましたので、これより一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館の平成２９年度第１回定時理事会を開催させていただきます。 

 私は、本年４月１日から本財団法人の常務理事及び事務局長として着任

させていただいております大木正勝と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 さて、本財団法人でございますけれど、本年４月をもちまして調布市武

者小路実篤記念館の指定管理者としてスタートしてから４年目の年を迎え

ております。また、お手元には展示会等の資料を配付させていただいてお

りますので、ご確認をお願いいたします。 

 それでは会議を始めるに先立ちまして、福田理事長より一言ご挨拶をお

願いしたいと思います。理事長、よろしくお願いいたします。 

○福田理事長  福田でございます。相変わらず声がもうひとつでござい

ますけれど、皆様、お聞き苦しいところをお許し願ってご挨拶をさせてい

ただきます。 

 連休中のこのお忙しい中、幸い天気には恵まれたんですけれど、逆に言

うと家庭サービスができないんじゃないかと思って心配しておりますけれ

ど、お集まりいただきましてありがとうございました。 

 今、事務局長からお話がありましたように、財団法人として４年目を迎

えているわけでございます。記念館としては、既におととし３０周年の式

典を迎えて、昨年度、館の工事をさせていただいて、おかげさまで何とか

３１年目の年を無事乗り切ってきたと思います。そのご報告を今日はさせ

ていただくわけでございます。 

 この４月から新たに事務局長大木さんを始め、新たな職員も多々増えて

おります。若い職員も来ておりますので、また皆様、館のほうにおいでの

節は若い方々にもお声をかけていただいて、次の３０年あるいは１００年

に向けて頑張るんだよとお声をかけていただけたら幸いでございます。 

 今日、任期で退職する理事もございますし、そこいら辺は後ほどの議題

にございますけれど、長いことお世話になりました。ありがとうございま

した。新規になさる方々には、次のまた３０年１００年に向けて、その基

礎を築いていただけたらと思っております。 

 ちょっとお聞き苦しい声で大変恐縮でございます。本日はよろしくお願

いいたします。 

○事務局  福田理事長、どうもありがとうございました。 
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 それでは理事会の開始に当たりまして議長の選出でございますが、一般

財団法人調布市武者小路実篤記念館の定款第３３条の規定により、議長に

つきましては理事長が行うこととなっておりますが、本日につきましては

福田理事長の体調等に配慮させていただき、臨時的にほかの理事の方に議

長をお願いしたいと思っておりますが、いかがいたしましょうか。 

（「事務局一任」との声あり） 

○事務局  ありがとうございます。ただいま事務局一任とのお声をいた

だきました。事務局にお任せいただくことでよろしいですか。 

（「異議なし」との声あり） 

○事務局  ありがとうございます。異議なしとのお声をいただきました

ので、事務局から指名させていただきます。柏原公毅理事に本日の議長の

代行をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○事務局  ありがとうございます。異議なしとのことでありますので、

柏原理事に議長の代行をお願いさせていただきます。それでは柏原理事、

これからの議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。 

○柏原理事  それでは、議長を務めさせていただきますので、柏原と申

しますが、どうぞよろしくお願いいたします。議事進行につきまして、皆

様方のご協力をお願いするものでございます。 

 まず初めに、本日の理事会の定足数について、事務局から報告をお願い

いたします。 

○事務局  本日の理事会には６名の理事が出席されており、定足数を満

たしておりますので、一般財団法人武者小路実篤記念館定款第３４条の規

定により、本理事会は成立していることをご報告申し上げます。なお、本

日は監事のお二人にもご出席をいただいております。 

 以上でございます。 

○柏原理事  どうもありがとうございます。 

 審議に入る前に、今期、理事が本日の定時評議員会をもちまして、２年

間の任期満了となります。理事の皆様、ほんとうに大変ご苦労さまでござ

いました。 

 それでは、次に本理事会の議事録の署名につきまして、一般財団法人武

者小路実篤記念館の定款第３７条の規定により、本日出席されている福田

宏理事長と新井七吾監事、市瀬秀監事にお願いすることといたします。 

 続きまして、議事次第のとおり議事を進めてまいります。 
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 まず初めに議案第１号から第６号まで、「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」を議題といたし

ます。全て本定時評議員会に提出する理事候補者の議案でありますので、

一括説明といたします。 

 それでは事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  議案第１号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評

議員会に提出する理事候補者について」から、議案第６号「一般財団法人

調布市武者小路実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」

まで一括してご説明させていただきます。 

 説明に入ります前に、今回新たに役員の就任を予定されている４名の方

につきまして、皆様のお手元に略歴書を配付させていただきますので、説

明に従いましてごらんいただければと思います。 

 よろしいですか。少々お待ちください。 

 それでは説明させていただきます。これまでの理事の任期が平成２９年

５月の定時評議員会、本日でございますが、までとなっておりますので、

理事会でまず候補者を決議していただいた後、その候補者について評議員

会で議決をお願いするものでございます。 

 議案第１号の理事候補者は、武者小路知行氏でございます。武者小路知

行氏はこれまで評議員をされてこられましたが、このたび改めて理事候補

者とさせていただきたく、よろしくご検討のほど、お願いいたします。 

 次に議案第２号でございますが、議案第２号の理事候補者は、私、大木

正勝でございます。よろしくご検討のほど、お願いいたします。 

 続きまして議案第３号でございます。議案第３号の理事候補者は、柏原

公毅氏でございます。柏原氏は、これまで理事をされてこられました。改

めて理事候補者をお願いいたしたく、よろしくご検討のほど、お願いいた

します。 

 次に議案第４号でございます。議案第４号の理事候補者は、岩本宏樹氏

でございます。お手元にお配りした履歴書のほうに詳細が出ておりますが、

岩本宏樹氏は昭和６０年３月に京都大学を卒業後、フジタ工業株式会社に

入社され、その後、平成１８年に調布市に入庁されました。現在、環境部

長として在任されておられます。よろしくご検討のほど、お願いいたしま

す。 

 続きまして議案第５号でございます。議案第５号の理事候補者は、安本

登喜子氏でございます。安本氏はこれまで理事をされてこられましたが、
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改めて今回理事候補者としてお願いいたしたく、よろしく御検討のほど、

お願い申し上げます。 

 最後に議案第６号でございます。議案第６号の理事候補者は、濱嶋稔氏

でございます。濱嶋氏もこれまで理事をされてこられましたが、今回、改

めて理事候補者とさせていただきたく、よろしくご検討のほど、お願いい

たします。 

 なお、これまで理事をお願いしてまいりました宇津木光次郎氏でござい

ますが、任期満了によりこのたび理事をおりることになりました。 

 説明は以上でございます。 

○柏原理事  ただいま事務局から、議案第１号から議案第６号までの説

明がございました。まず初めに議案第１号、「一般財団法人調布市武者小

路実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者（武者小路知行氏）につ

いて」、ご質問はございますでしょうか。 

 なしということでよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第１号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第２号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会

に提出する理事候補者（大木正勝氏）について」、ご質問はありますでし

ょうか。 

（「なし」の声あり） 

○柏原理事  それでは、異議なしと認めまして、議案第２号「一般財団

法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者につい

て」は、了承することと決定いたしました。 

 次に議案第３号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会

に提出する理事候補者（柏原公毅）について」、ご質問はございますでし

ょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第３号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第４号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会

に提出する理事候補者（岩本宏樹氏）について」、ご質問はございますで
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しょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第４号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第５号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会

に提出する理事候補者（安本登喜子氏）について」、ご質問はありますで

しょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第５号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第６号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会

に提出する理事候補者（濱嶋稔氏氏）について」、ご質問はございますで

しょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第６号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する理事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 続きまして、議案第７号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時

評議員会に提出する監事候補者について」及び議案第８号「一般財団法人

調布市武者小路実篤記念館定時評議員会に提出する監事候補者について」

を議題といたします。 

 議案第７号、第８号を一括して、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  議案第７号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評

議員会に提出する監事候補者について」、議案第８号「一般財団法人調布

市武者小路実篤記念館定時評議員会に提出する監事候補者について」、以

上２つを一括してご説明をさしあげます。 

 これまでの監事の任期につきましては、平成２９年５月の定時評議員会

までとなっておりますので、理事会で候補者を決議していただき、評議員

会で議決をお願いするものでございます。 

 まず議案第７号の監事候補者は、新井七吾氏でございます。これまで監

事として務めてこられましたが、このたび改めて監事候補者とさせていた

だきたく、よろしくご検討のほどをお願いいたします。 
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 次に議案第８号です。平成２９年４月１日付の市の人事異動により、こ

れまで監事として務めてこられました市瀬秀氏が異動となり、新たに監事

をお願いする必要が生じました。このことから理事会で候補者を決議して、

評議員会で議決をお願いするものです。議案第８号の監事候補者は、お手

元にお配りした履歴書のとおり、調布市教育委員会社会教育課長の源後哲

郎氏でございます。監事候補者といたしたく、よろしくご検討のほど、お

願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○柏原理事  ただいま事務局から議案第７号及び第８号の説明がありま

した。初めに議案第７号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評

議員会に提出する監事候補者（新井七吾氏）」について、ご質問はござい

ますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第７号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する監事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第８号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会

に提出する監事候補者（源後哲郎氏）について」、ご質問はありますか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、異議なしと認め、議案第８号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する監事候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 続きまして、議案第９号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時

評議員会に提出する評議員候補者について」から議案第１３号「一般財団

法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者につ

いて」を議題といたします。 

 それでは、議案第９号から議案第１３号までを一括して事務局から説明

をお願いいたします。 

○事務局  議案第９号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評

議員会に提出する評議員候補者について」から議案第１３号「一般財団法

人調布市武者小路実篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者につい

て」まで一括してご説明いたします。改めて、先ほどお手元に先ほど配付

させていただきました略歴書をごらんください。それでは説明させていた

だきます。 
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 これまでの評議員の任期でございますが、平成２９年５月の定時評議員

会までとなっておりますので、理事会で候補者を決議して、評議員会で議

決をお願いするものでございます。 

 まず議案第９号の評議員候補者は、武者小路信和氏でございます。お手

元にお配りした略歴書のとおり、武者小路信和氏は、慶應大学文学部をご

卒業後、一橋大学助手、大東文化大学助教授を経て、現在、大東文化大学

文学部准教授に在任されております。つきましては、新たに評議員候補者

といたしたく、よろしくご検討のほどをお願いいたします。 

 次に議案第１０号でございます。議案第１０号の評議員候補者は、浅井

京子氏でございます。浅井氏はこれまで評議員をされてこられましたが、

改めて今般評議員候補者といたしたく、よろしくご検討のほどをお願い申

し上げます。 

 続きまして、議案第１１号でございます。議案第１１号の評議員候補者

は、瀧田浩氏です。瀧田浩氏はこれまで評議員をされてこられましたが、

今般改めて評議員候補者といたしたく、よろしくご検討のほどをお願いい

たします。 

 次に議案第１２号でございます。議案第１２号の評議員候補者は、小西

聡氏です。小西氏はこれまで評議員をされてこられましたが、今般改めて

評議員候補者といたしたく、よろしくご検討のほど、お願いいたします。 

 最後に議案第１３号でございます。議案第１３号の評議員候補者は、齋

田文雄氏でございます。お手元にお配りした略歴書のとおり、齋田文雄氏

は昭和５０年３月に立教大学をご卒業され、同年４月に府中市に入庁、職

員として管理職を歴任されてこられました。平成２４年３月に定年退職さ

れ、現在、調布市民生児童委員としてご活躍されております。新たな評議

員候補者として齋田文雄氏をお願いいたしたく、よろしくご検討のほど、

お願いいたします。 

 なお、これまで評議員をされてこられました新井富一氏につきましては、

今回任期満了のため、評議員をおりることになりました。 

 説明は以上でございます。 

○柏原理事  ただいま、事務局から議案９号から議案第１３号までの説

明がありました。 

 まず初めに議案第９号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評

議員会に提出する評議員候補者（武者小路信和氏）について」ご質問はご

ざいますでしょうか。 
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（「なし」の声あり） 

 それでは異議なしと認め、議案第９号「一般財団法人調布市武者小路実

篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第１０号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員

会に提出する評議員候補者（浅井京子）について」、ご質問はございます

でしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それは異議なしと認め、議案第１０号「一般財団法人調布市武者小路実

篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者について」は、了承するこ

とと決定いたしました。 

 次に議案第１１号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員

会に提出する評議員候補者（瀧田浩氏）について」、ご質問はございます

でしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは異議なしと認め、議案第１１号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者について」は、了承する

ことと決定いたしました。 

 次に議案第１２号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員

会に提出する評議員候補者（小西聡氏）について」、ご質問はございます

でしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは異議なしと認め、議案第１２号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者について」は、了承する

ことと決定いたしました。 

 次に議案第１３号「一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定時評議員

会に提出する評議員候補者（齋田文雄氏）について」、ご質問はございま

すでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは異議なしと認め、議案第１３号「一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館定時評議員会に提出する評議員候補者について」は、了承する

ことと決定いたしました。 

 続きまして、議案第１４号「平成２８年度一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館事業報告（案）の承認について」を議題といたします。事務局
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から説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、議案第１４号、平成２８年度一般財団法人調布市

武者小路実篤記念館事業報告（案）の承認について。上記の議案を提出す

る。平成２９年５月２日。提出者、一般財団法人調布市武者小路実篤記念

館理事長福田宏。提案理由、平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実

篤記念館事業報告の承認を求めるため、提案するものであります。 

 それでは、事業報告のご説明をいたします。お手元の事業報告（案）を

ごらんください。 

 概要です。 

 平成２８年度は、一般財団法人調布市武者小路実篤記念館が発足して４

年目を迎え、調布市の指定管理者としての業務は３年目となりました。調

布市武者小路実篤記念館の設立理念に基づき、これまでの長年にわたる実

績と信頼を生かしながら、市民が誇り得る文化の拠点として、また身近で

親しみのある教育・芸術・文化の場となるように努めてまいりました。さ

らに、良質で魅力のある事業を展開するとともに、より安定性及び継続性

のある効率的な組織運営体制を構築できるよう図ってまいりました。 

 平成２８年度は空調設備の改修工事に伴い、４カ月半にわたる休館期間

がありましたが、その中においても平成２８年度の当初事業計画で掲げた

目標をおおむね達成することができました。工事期間の休館を利用し、展

示・普及事業では調布市の姉妹都市木島平村と連携した交流展を木島平村

で開催したのを始め、調布市文化会館たづくりでの移動展、公民館３館で

の出張展など、館外での展示・普及活動を積極的に展開しました。日ごろ、

実篤記念館の展覧会を見る機会が少ない市民や足を運んだことのない市民

に対して、実篤記念館を周知し、実篤記念館の魅力を伝える良い機会をな

りました。いずれも幅広い年代層の参加と大きな反響があり、今後の実篤

記念館の事業がさらに外へと広がっていく展望が見えてくる成果がありま

した。 

 また資料収集・管理事業では、空調工事期間中においても貴重な作品・

資料を良好な状態で保存するため、他保管施設への移動や保管作業を実施

し、この機会に合わせて、所蔵品の総点検と未整理資料の整理作業を進め

るとともに、地価収蔵庫の書架の組みかえや配置の移動作業を実施するこ

ともできました。 

 このような取り組みの成果は、平成２９年度からの事業にもつながるも

のであると捉えています。 
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 さて、財団では次のとおりの平成２８年度の事業目標と組織・運営体制

を掲げて積極的な事業を展開してまいりました。事業目標。１ 武者小路

実篤の顕彰。年６回の展示事業、武者小路実篤及び周辺資料の積極的な収

集、整理、保存及び調査研究を継続的に実施します。２ 実篤記念館のブ

ランド化（日本で唯一の実篤研究の情報収集発信基地）。武者小路実篤の

顕彰をベースに、「情報収集発信基地」としての機能を充実させ、内外に

情報発信できる日本で唯一の「実篤、白樺、新しき村の研究施設」を目指

します。３ 次代を担う子供たちへのアプローチと利用の拡大。学校教育

において活用しやすい環境を整えるなど、子供たちへの積極的な働きかけ

により、未来の来館者の育成と人間愛・郷土愛を育む取り組みを実施しま

す。４ 実篤記念館と実篤公園を活用した事業展開。実篤記念館及び実篤

公園について、より効率的で柔軟な運営体制の構築を目指し、実篤公園と

一体となった事業展開や動線の改善など、相乗的な魅力の向上を図ります。

５ 改修工事に伴う休館時の対応。休館期間を利用し、他の自治体や他の

施設と連携して館外での活動を展開します。また、期間中所蔵資料・作品

を良好な状態で保存するために、作品・資料の移動、保管作業を実施しま

す。 

 組織・運営体制。１ 安定した組織づくり並びに組織の透明性及び信頼

性を図るとともに、効率的で効果的な運営に努めます。２ 実篤記念館が

目指す将来像（事業目標）を実現するための事業について、継続性をもっ

て実行します。３ 安定した法人運営を行うために、職員の人材育成を促

進します。４ 財団としての自主性を発揮し、事業の幅と奥行きを広げ、

全ての市民が利用できる施設として、来館者一人一人が満足していただけ

るサービスを提供します。５ 実篤記念館の事業の基本となる所蔵品の整

理、保存作業及び他の自治体との連携を通して、実篤記念館の新たな時代

に向けた取り組みを進めます。 

 実施しました主な事業につきましては、８ページ以降をごらんいただき

ながらご説明いたします。 

 展示事業でございます。春は、実篤が大正末から昭和１１ごろにかけて

数多く執筆したトルストイ、釈迦、井原西鶴などの伝記を取り上げ、「偉

人に学ぶ実篤の生き方 伝記ものの世界」を開催しました。伝記に書かれ

た人物に関心を持つ方も訪れ、好評をいただきました。こちら、本日お配

りしました参考資料１の左ページの左上のところに展覧会の写真がござい

ます。 
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 工事に伴う平成２８年１１月８日から平成２９年３月１７日の全館休館

を利用し、外部での展示を積極的に行いました。調布市の姉妹都市木島平

村で交流展「武者小路実篤のこころ２０１６」を開催し、実篤の人と業績

とともに長野県とのかかわりを盛り込み、近隣の市や町からも来場者があ

りました。なお来場者の数は芳名帳の記帳者数による参考人数でございま

す。参考資料１の左ページの左下に展示の写真がございます。 

 また、調布市文化会館たづくりの展示室で、移動展「調布に暮らした 

武者小路実篤展 自然も美しい 人生も美しい」を開催しました。移動展

は隔年で行っておりますが、今回は改めて実篤の全体像を紹介する内容と

しました。若い来場者も多く、４,５５１人とこれまでにない来場者数と

なりました。参考資料１の右ページの左側の３番目の写真が展示の写真と

なっております。 

 また、公民館３館で複製資料、写真、引用文などによる出張展示を行い

ました。こちらも東部公民館では休館を補う形となり、西部、北部の公民

館では実篤記念館に足を運べない方にごらんいただく機会となりました。

公民館における入場者数は、これも施設利用申し込み人数に対しての計算

で出している参考人数となっております。参考資料１の右ページの左上に

展示の様子の写真がございます。 

 続きまして普及事業でございます。９ページからをごらんいただきなが

らご説明いたします。講座・講演会。講座事業でございます。年間３３件、

４１回開催いたしました。この中から主なものをご説明してまいります。 

 １０ページをごらんください。木島平村姉妹都市交流展に関連いたしま

して事業を開催いたしました。講演会では、武者小路知行先生にお話しい

ただき、好評をいただきました。写真の参考資料１の左ページの右下のと

ころに講演会の様子がございます。また、調布市文化振興課と共催し、調

布市民を対象としたバスツアーを開催しました。現地で手すき和紙の体験

ですいた紙に実篤のような絵を描くという講座を開き、交流の機会といた

しました。 

 １１ページですが、たづくり移動展と公民館３館での出張展示と合わせ

まして、各会場で実篤の人と業績を紹介する講座を開催いたしました。こ

れまで実篤記念館の講座に参加したことのない方が多く参加され、実篤と

記念館に興味を持っていただく機会となりました。またご要望が多かった

新しき村見学会を西部公民館との共催で実施いたしました。こちらも参考

資料１の右の３枚目が講座、それから右ページの２枚目が見学会の写真と
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なっております。たづくりの移動展では、「実篤名言おみくじ」を設置し

て、実篤の文章に触れていただく試みといたしました。 

 １０ページに戻りますが、行政経営部政策企画かからお声かけをいただ

きまして、多摩川流域１１自治体交流イベントラリーに参加し、関係部署

や他の市区町村との連携をいたしました。 

 また、普及事業といたしまして、実篤を紹介する映像作品として、「実

篤の文学作品に親しむ ６ 新しき村を語る」を制作いたしました。こち

らは新しき村に関する文章の朗読と解説で紹介するもので、館内とホーム

ページからごらんいただけるようになっております。 

 続きまして、学校教育との連携事業でございます。１２ページから１３

ページをごらんください。平成２８年度の新たな取り組みといたしまして、

全生徒に配付しております夏休み行事の案内チラシの表紙を、第四中学校

の美術部の生徒に制作してもらいました。また、若葉小学校４年生の展覧

会鑑賞で、ワークシートの作成からかかわり、鑑賞教育を取り入れて指導

いたしました。参考資料１の左ページ右上にその様子の写真がございます。

学芸員実習、市立中学校教員の研修の受け入れなどを行い、また外部から

の講師依頼が３件ございました。 

 ボランティア活動でございます。１３ページです、平成２８年度当初の

登録者が３２人でございました。ボランティアガイドの実施日に合わせ来

館する方も増え、すっかり定着いたしました。普及活動では、朗読活動を

さらに進め、休館中に行いました公民館３館とたづくりで開催した講座な

どにおきまして朗読を実施し、大変好評をいただいております。参考資料

１の右ページ右上に写真がございます。環境整備グループは、中庭の花の

手入れ、防虫対策、旧邸清掃などを行っております。 

 友の会事業です。１４ページをごらんください。平成２８年度の会員数

は５５人となっております。隔月でのニュースの発行を実施いたしました。 

 広報事業です。１４ページから１５ページになります。広報資料の作

成・配布では、報道機関へのリリース提供を積極的に行い、調布市ツイッ

ターに最新情報を小まめに提供いたしました。 

 印刷物編集・刊行事業では、例年の事業に加え、休館中に長年の要望が

多かった実篤画集を刊行いたしました。 

 ホームページの年間アクセス数は２２２万５,３０４件です。前年度の

２１２万９８７件から１０万４,３１７件の増加となっております。 

 ぐるっとパス事業では、利用者が５０３人でした。前年度７６６人に対



１６ 

して２６３人の減少と、販売数１９件で、これも前年度の２６件から７件

の減少ですが、これは全館休館によるもので、開館日数当たりの件数はほ

ぼ変わっておりません。 

 資料収集・管理事業でございます。１５ページから１８ページをごらん

ください。平成２８年度の主な収集としては、平成２７年４月に亡くなら

れた実篤の孫に当たられます木村錦子さんが所蔵しておられた実篤書画、

原稿、書簡、愛蔵品など計７６点を調布市美術作品等取得基金で購入、ま

た合わせまして１９７点をご寄贈いただきました。資料管理につきまして

は、資料の貸出、返却それから写真貸出を例年どおり行っております。 

 資料整理・保存事業につきましては、１７ページから１９ページをごら

んください。整理・保存では、平成２８年度は空調工事で収蔵庫に工事が

入ることから、収蔵作品資料を一時外部の美術品倉庫へ預けたのに伴い、

事前に作品・資料の確認再点検を行い、梱包、搬出し、工事終了後、搬入、

開梱、解荷作業を行いました。参考資料１の左ページ右の２枚目が、その

搬出時の様子となっております。また、この機会に収蔵庫の棚の組みかえ、

書架の配置替えなどを進め、保存・管理環境の改善を図りました。このほ

か休館中に未整理資料の整理、リスト化を進めました。修復、複製作成で

は、平成２８年度に購入した木村錦子氏旧蔵作品のうち、傷みが見られた

ものを修復し、たづくり移動展での初公開をいたしました。それから資料

複製といたしましては、原稿を１点、複製の制作をいたしております。収

蔵品データベースの充実につきまして、収蔵品データベース登録件数３万

９,７５９件が前年度３万９,１２１件に対して、６３８件の増加となって

おります。 

 閲覧サービス・情報公開事業でございます。１９ページから２０ページ

をごらんください。閲覧サービスでは利用者数２,３５６人は前年３，９

１０人に対して１，５５４人の減少となっておりますが、全館休館により

開室日数が８８日減少したためで、開室日１日当たりの利用者数、レファ

レンス受付件数ともほぼ変わっておりません。特別閲覧では、当館の所蔵

資料が研究者の研究や他館の展覧会企画に活用されていることがおわかり

いただけるかと存じます。 

 調査・研究事業でございます。２０ページから２１ページをごらんくだ

さい。平成２８年度は実篤の愛蔵美術品コレクションのうち、民芸品につ

いて日本民芸館の協力を得て調査を実施し、この成果を平成２９年度秋の

特別展に反映してまいります。そのほか春の特別展関連の研究また未整理
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資料の分類リスト化などを中心に調査・研究を行いました。 

 自主事業でございます。２１ページをごらんください。物品販売事業で

は、新規グッズとしてシャーペン、実篤の言葉鉛筆、附箋ブックを制作発

売いたしました。またバレンタインデーには限定商品の開発販売をし、製

造しました２,５００個を完売いたしました。また、バレンタインデーの

チョコに関連いたしまして、昨年に引き続きラッピングで地域の社会福祉

施設との連携をいたしました。 

 自主事業でございます。２２ページです。休館のため、例年行っており

ました観梅の集いは休止いたしましたが、それにかえまして３月１８日に

再開館を記念して、桐朋学園大学音楽学部の学生による弦楽四重奏のコン

サートと、調布市立第四中学校の生徒によるお茶席を開催し、好評をいた

だきました。 

 施設管理運営事業でございます。実篤記念館の施設管理運営では、指定

管理として、実篤記念館施設管理運営では、施設の維持保全、人命の尊重

に十分注意を払い、安全・快適・清潔な施設の維持管理に努めました。平

成２８年度は空調設備改修工事において、日程や作業の調整を行い、収蔵

環境の維持や作業の円滑な進行のために連絡報告に努め、工事終了後は温

湿度が安定するよう機器の稼働を管理いたしました。また、案内サインに

ついて、昨年に引き続き調布市の公共サイン整備ガイドラインに基づいて

改修と増設に取り組みました。また、貴重な所蔵作品や資料を長く後世に

伝えていくために、隔年で実施している環境調査を行い、収蔵環境の状態

を把握し、保全に努めました。年間を通して、展示や施設に関するアンケ

ートを実施し、来館者の意見を取り入れ、満足度の高い施設を提供するよ

うに努めました。平成２８年度は、開館が２０１日、利用者数は合計で６,

４１８人でございました。２３ページに表がございます。 

 実篤公園の日常管理でございます。調布市の緑と公園課より受託した実

篤公園の日常管理が３年目となります。安心・安全に公園を利用できるよ

うに、公開に関する業務のほか、清掃や警備など公園と旧実篤邸の施設の

日常管理を行いました。また、公園の樹木や園路、旧実篤邸の建物の状況

を把握し、必要に応じて緑と公園課に報告するとともに、協力して対応に

努めました。平成２８年度は、実篤公園日常管理業務では、開園日数が３

０８日、利用者数が合計２万４,７８２人。旧実篤邸公開業務では、公開

日数が１０８日、利用者数は４,２３２人でした。 

 利用者アンケートについて、本日お配りした資料の中に利用者アンケー
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ト報告がございます。こちらでございます。館内に設置したアンケートと

メールで寄せられたご意見、ご要望、苦情などをまとめたものでございま

す。アンケートの回収率は年間の入館者数の５％です。初めての来館者が

アンケートをお書きいただくケースが多い傾向にはございますが、最初の

３ページまで、１ページ、２ページ、３ページにある円グラフでは、性別、

年代、住所、経路、利用しての感想、それから希望する展覧会のテーマな

ど、全体の利用者の傾向を捉えることができます。 

 利用者の要望などについては、アンケートなどに書かれたもので、６５

件を取り上げております。重複した内容はまとめました。苦情とみなされ

るものがおよそ５件、ご要望はおよそ１５件、残りは励ましやお褒めなど

の言葉が比較的多くございました。展示内容や展示解説、ガイドボランテ

ィアへのお褒めのお言葉、それからもっと知りたいとか作品を読んでみた

いなどの関心・興味の発展、静かで落ちつくとかあるいはもっと多くの人

に知ってもらいたい、この状態を維持してほしいなどといったご意見をい

ただきました。 

 多摩川流域１１自治体交流イベントラリーの成果もこちらのご意見の中

に見ることができます。詳しくは資料のほうをごらんいただきたいと存じ

ます。 

 昨年より導入いたしましたミュージアムアドバイザーは、２年目として

兵絵師２８年度も実施いたしました。ミュージアムアドバイザーに関しま

しては、詳しくは後ほど、その他報告でご説明させていただきます。 

 事業報告の２３ページに戻りますが、平成２８年度の年間利用状況でご

ざいます。先ほどご報告いたしましたように、記念館の入館者が６,４１

８人、公園と合計いたしますと３万１,２００人となります。長期の休館

で開館日数が９７日少ないため、単純な比較はしがたいものがございます

が、平成２７年度に対して、入館者数は３５.５％のマイナス、公園との

合計では１７.２％のマイナスでした。開館日数に対する入館者の１日平

均は、平成２８年度が３１.９３人、２７年度が３３.４０人で、この差１.

５人という形になっておりました。この状況のもとで、子供の有料一般と

有料割引利用は増加しております。また、休館中には、このほかにたづく

りなど外部での展示の利用者は、先ほどご報告したとおりでございます。 

 また、本日お配りしました資料に３年間の利用者の推移をまとめたもの

がございます。こちらでございます。全体では、どの年におきましても５

月の利用者が多いということ、また公園は夏場の利用が大きく落ち込んで
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おります。これに対して、記念館では夏休み事業を展開しておりますこと

から、８月の利用件数は高くなっております。平成２８年度の入館者で１

０月が増加しておりますが、装幀・版画展で岸田劉生やレンブラントなど

著名な作家の作品が展示されたことも反映されているかと思われます。 

 １１月は６日までの数値となっております。３月は１７日まで休館でご

ざいました。３月につきましては、開館日数は平成２７年度の同月に対し

て４４％の開館日数でしたが、入館者数は前年同月の６４％、１日の平均

が平成２７年度が２７.５５人だったのに対して、平成２８年度は３５.３

５人で、再開館をお待ちいただいていたということが推察されます。 

 それでは、２４ページでございます。入館料、特別撮影利用料、頒布料

の収入でございます。入館料は休館により大幅な減額とはなっております。

平成２８年度は特別撮影の利用はありませんでした。頒布料ですが、こち

らは『武者小路実篤画集 画をかく喜び』が好評で、平成２７年度に対し

て３万４,９２０円の増となっております。 

 ２５ページから２７ページは、実篤記念館の施設と実篤公園の管理業務

の実施報告です。清掃、警備、日常管理、設備等の保守点検、施設管理業

務を一覧報告しております。 

 ２８ページは、平成２８年度に実施した実篤記念館の施設の修繕業務実

施一覧です。完了日、件名、費用が一覧となっております。全体で１２件、

費用の合計は４３５万１,８４９円となっております。２７年度の費用１

４３万２,８５２円に対して、２８年度が大きく増額となっておりますの

は、表の７番の二酸化炭素消火設備改修の費用２３０万４,７２０円が大

きな要因となっております。これは、消火用の二酸化炭素ガスボンベのバ

ルブについて、設置から２５年経過するまでに点検、交換をする必要があ

るためで、その期限が平成３１年５月であることから、それまでにバルブ

の取りかえを終える必要があり、当館においては平成２８年度から３カ年

で行うこととし、その１年目として実施したものです。 

 このほか開館から３０年を経て、建物や設備の不具合が多くなり、これ

までにない修繕箇所と緊急的な修繕が発生しております。表の８、９、１

０にありますとおり、空調設備改修工事の直前に空調機器の不具合が発生

し、緊急的な対処が必要となったことが、もう一つの増額の理由となって

おります。 

 ２９ページ、３０ページは役員名簿、理事会、評議員会の開催内容の報

告です。 
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 また、２ページの組織運営体制の３に挙げております人材育成です。専

門性を高めるために、若手職員が文化財保護のＩＰＭ研修、ミュージアム

エデュケーター研修、美術品コンディションチェック研修など、また管理

職がミュージアムマネジメント研修を受け、技術の習得と博物館の効率的

な課題や動向の把握に努め、スキルアップを図りました。また、引き続き

経験が浅い学芸員でも展覧会や普及活動を積極的に担当することで、展示

や資料、対象者や目的に合った企画、表現力を磨くことで、ベテラン学芸

員から知識や技術の継承も行い、学芸員をはじめとした職員の質の向上を

図りました。 

 以上で事業報告を終わります。 

○柏原理事  それでは、ただいま事務局から議案第１４号の説明があり

ました。ご質問ございますでしょうか。 

 はい、じゃあ、宇津木理事。 

○宇津木理事  ご苦労さまでした。 

 冒頭、福田理事長からもお話があったとおり、平成２８年度は休館が４

カ月近くあったという形の中での事業展開で、実篤記念館としてはやはり

創意工夫をされていたのかなと。そういった中で、やはりたづくりの事業

展、あるいは木島平の交流展等々は、よい結果が出ているのではないかな

と個人的には思いました。 

 特にたづくりは、ＮＨＫのニュースでも報道されたということもあって、

大変大勢の方がやっぱり見に来ていただいたのかなと。たづくりという場

所柄、やっぱり立ち寄られるという方もあるのかなとは思うんですけれど

も、そういった意味ではやはり新聞とかテレビとかの報道にやはり露出さ

れるというのは大きなメリット、ポイントがあるのかなと。そういった意

味では、やはり実篤記念館というものをまずは知ってもらうという意味で

は、報道機関であったり雑誌等々へのやはり積極的な情報発信というのが

大事なのかなという気がします。そういったものがたづくりの移動展であ

ったり、木島平の交流展などもやはり信州のほうに、遠隔地でしたけれど

も行かれたというのは、やはり報道力としては認められるのかなあという

ふうに個人的には思いました。そういった実篤におけるブランド化という、

今回、事業報告書にも載せてあるのですけれど、そういうオリジナリティ

ーを大事にしながら、やっぱりしっかりとしたアイデンティティーを持っ

て、出前、移動展等々をこれからもやっていってほしいなと。 

 その中に、やはり新聞とかテレビが取り上げてくれるというような独自
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性というのがやっぱりないと、なかなか取材をしていただけないのかなと

いうのが正直。そういったところには努力をしていただけるといいのかな

という、ちょっと感想で思っています。 

 私は、事業目標の中では、ちょっと前年もお話ししました、やはり時代

を担う世代のアプローチという形で、やはり学校との連携がかなり定着し

てきたかなと思います。その中で特別な教科、道徳がこれから授業として

取り入れられていくという形の中では、この実篤の人権の感覚であったり

道徳的な名言的なものをぜひ教材として使えるような指導案であったり、

授業で使えるような教材資料をつくっていただくようなことも少し積極的

にまた考えていってほしいなと。それは教育委員会指導室との連携をして

いただきながら、郷土博物館等々も含めながら、やはりそういった取り組

みについて、もっと強くアピールをしていってほしいなと。そういったこ

とによって、小中学校で実篤を知ってもらうという機会に生かしてもらえ

ればなと思っていますので、そこをぜひまた力を入れていってほしいなと

思います。貴重な資料あるいはデータがあるので、そういったものをぜひ

活用していただけるといいのかなと思っています。ちょっと感想です。 

○柏原理事  はい、じゃあ、ご意見ということでよろしいですか。 

 それでは、ほかに何かご質問等。 

 はい、じゃあ、安本理事、お願いします。 

○安本理事  私もたづくりの展示会についての感想になってしまうかと

思いますけれども、大変広々としたところで、たくさんのものを見ること

ができて、よかったと思います。特に実篤先生の草履だとかステッキだと

か身の回りの物が展示されていて、ここの調布に生活していらしたんだと

いう臨場感を感じることができたというのがよかったと思います。 

 実は、一昨日、私は神奈川近代文学館に正岡子規展とそれから常設展を

拝見してきたんですけれども、文学について詳しい方は、原稿ですとかそ

ういったことも熱心に見ていらっしゃいましたけれども、そういったもの

に知識の浅い私のような者は、例えば正岡子規が闘病したその狭い部屋を

再現してある、あるいは夏目漱石の書斎を再現してあるというのが大変ビ

ジュアル的にも印象深く拝見することができました。 

 ここは、わざわざ再現しなくても、すぐそばに旧実篤邸を実際本物を見

ることができるわけですから、それを生かして、展示の内容と関連して、

リンクさせていただけると、初めて来た方も楽しめるのではないかなと思

いました。以上です。 
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○柏原理事  こちらもご意見ということで、よろしゅうございますね。 

○安本理事  はい。 

○柏原理事  ほかに何かございますか。ご質問等はございませんでしょ

うか。よろしゅうございますか。 

○宇津木理事  じゃ、１点だけ。 

○柏原理事  はい、じゃあ、宇津木理事。 

○宇津木理事  質問というか、ちょっと意見に近いものですけれども、

やはり冒頭理事長もおっしゃっていたとおり、３０周年が平成２７年度に

実施開催をされ、平成２８年度は大きな施設の空調の整備を行って、やは

り節目の年度を超えて、次の２０年３０年に向けた記念館の方向性という

のをしっかり見据えていかないといけない時期になってきているのかなと。

法人化をして４年たち、指定管理も中間を過ぎて折り返し、もう５年目が

見えてきたというところになりますので、次の事業期間というんでしょう

かね。５年１０年、その先を見据えたやはり事業目標を立てていく必要が

あるのかなと。 

 記載されている５つの事業目標というのは、やはり基本的に到達点がな

かなかないのかなと思いますので、その中ではやっぱり今の立ち位置、今

年はどこまでできている、今後はさらに何を改善しなければいけないとい

うのは、この事業報告で少しずつ見せていくような必要が今後あるのかな

と思っています。 

 そういった意味では、法人設立の当初から掲げているこの事業目標につ

いても、新たな視点で、より高みを目指すような目標を今後振り返りの中

で考えていく必要があるのではないかなと思います。そういったところに

ついて、もし事務局でお考え等々があれば、今考えていることがあれば、

ちょっとお聞きしたいなと思います。 

○柏原理事  はい、それでは事務局のほうから、お考え等あれば。 

○事務局  宇津木理事からおっしゃっていただいたように、財団４年目、

指定管理３年が過ぎ、次の指定管理の業務を目指したいろいろな計画もつ

くっていかなければならないという状況を感じております。かつ、今年若

い人材も入れていただき、財団としてかなりしっかりした将来像を描ける

ような人員体制になりましたので、今年度、中長期目標を内部でしっかり

つくっていって、役員の方々にもお諮りをしながら、また専門的な方にサ

ゼスチョンを受けながらという形で、少し５年１０年、そして５０周年を

迎えるあたりまで視野に入れた中長期計画を本格的につくり出そうという
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ふうに考えております。 

○宇津木理事  ぜひよろしく。 

○福田理事長  宇津木理事からもお話がありましたけれども、新聞に載

ったり、それからテレビに出たりということが、かなりいろいろこの記念

館あるいは武者小路実篤記念公園を知っていただく上で大変役に立ってい

るわけでございます。そういう意味で、私どもも、例えばつい先日も何か

ＴＢＳで朝の番組で紹介されたそうですけれども、これが残念ながら情報

として受けてあれしたときには、もう終わっていたみたいな感じだったん

でしょ？ 何かそこいら辺で市の側とそれから記念館と、そこいら辺がよ

く連携して、放送局あるいは新聞社、そういうところと、いつ、どういう

ふうに、何時ごろ出てくるか。特にあの放送というのは非常に５時半から

何時までと長い帯の中のほんの一部ですから、そこいら辺をわかるように

市のほうにもよくお願いをして調べていただく。そういう協力が必要なの

かなと。 

 それから、先般の理事会でもお話にありましたけれど、新しいゲームや

何かが紹介されて、若い方々の興味の持てるようなゲームや何かで武者小

路実篤が評判になっている。あるいは記念館のほうでもブログを載せたり

何かそういった形であれしているんだけれど、そこいら辺の反応はその後

どうなっているのでしょうか。それについても特に新しい若い感覚の方々

を新たに仲間に記念館としても入れたわけですから、そういう方々にもそ

こいら辺を研ぎ澄ましていただいて、先ほど宇津木理事がおっしゃったよ

うに、次の５年１０年に向けた何かの参考になるような指針が出てくると

いいなと思っております。 

 我々年寄りにはなかなか入りにくい部分ですけれど、今の若い方々だっ

たら、そういうところもいろいろできるんじゃないかなと思うので、ぜひ

そこいら辺も頑張っていっていただけたらと思っております。年寄りのあ

れですから、どこまでできるのかというのはよくわかりませんけれども、

若い方々にはぜひ頑張っていただきたいなと思っております。以上です。 

○柏原理事  ご意見ということでよろしゅうございますね。ただ、ちょ

っと何かコメントがございましたら、じゃあ、どうぞお願いします。 

○事務局  先日のテレビ放送に関しては、取材はあったんですが放送日

の連絡がなく、４月２４日から２８日の間がその週だということだったの

で、広報課にはお知らせして、広報課のほうでは記録されているというこ

となんですが、我々のほうが放送日を教えていただけなくてわからなかっ



２４ 

たということが起きました。 

 それから、今お話にありましたゲームの件ですが、オンラインゲームで

文学者を扱ったゲームが去年の１１月に配信されたことが来館者にかなり

はっきり出ておりまして、ゲームユーザーの２０代の女性の来館が非常に

多くなっておりますので、今新しく来ております来館者の興味をくみ取っ

て、それにまた興味を伸ばしていただけるような提供の仕方というのを今

検討しているというところでございます。 

○柏原理事  はい、それではほかに何かございますでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは特に異議はなかったと思いますので、異議なしと認め、議案第

１４号「平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実篤記念館事業報告

（案）の承認について」は、了承することと決定いたしました。 

 続きまして、議案第１５号「平成２８年度一般財団法人調布市武者小路

実篤記念館収支決算書（案）の承認について」を議題といたします。事務

局から説明をお願いいたします。 

○事務局  議案第１５号、平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実

篤記念館収支決算書（案）の承認について。上記の議案を提出する。平成

２９年５月２日。提出者、一般財団法人調布市武者小路実篤記念館理事長

福田宏。提案理由、平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実篤記念館

収支決算書の承認を求めるため、提案するものであります。 

 それでは、お配りしております決算書をごらんいただきたいと思います。

本財団の決算書につきましては、公益法人会計に準拠いたしました財務諸

表によりご説明させていただきます。 

 まず収支計算書でございます。１ページ目、平成２８年４月１日から平

成２９年３月３１日までの収支計算書でございます。一般会計と特別会計

を分けて作成しており、左から予算額、決算額、差異。説明として主な収

入、支出の内容をあらわしております。説明欄を増やしたことで横組ペー

ジ数が増えておりますことをご了承いただきたいと思います。 

 まず一般会計事業活動収支の部、事業活動収入でございます。１ 補助

金収入が予算額７,５１３万４,０００円に対し、決算額同額で差異はござ

いません。これは市の補助金でございます。２ 指定管理料収入でござい

ます。３,５８７万３,０００円、これも決算額は変わりなく、差異がゼロ

でございます。こちらは、市よりの普及事業、それから資料管理、情報提

供システム、そして施設管理等に関する指定管理料に関する収入でござい
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ます。３ 受託事業収入。こちらは実篤公園の日常管理の費用でございま

して、５５６万６,０００円、決算額も同額でございます。４ 利用料金

収入でございます。実篤記念館の利用料、頒布料収入でございます。合計

額が７５万円、決算額が８１万２,８６０円、６万２,８６０円の増でござ

います。これに関しては、頒布料は画集が非常によく好評であったという

ことで、収入が増えております。５ 諸収入でございます。３５万１,０

００円の予算額に対して、決算額が４０万８,３２４円。こちらも５万７,

３２４円の増になっております。比較的３の雑収入のほうで１５万円の予

算額に対して２４万７,０７９円ということで、これは駐車場に置いてあ

ります自動販売機の飲料等の売り上げ収入が主なものでございます。 

 以上で事業活動収入の計が１億１,７６７万４,０００円の予算額に対し

て決算額が１億１,７７９万４,１８４円で、１２万１８４円の増になって

おります。一般会計収入で増になったということは、多分初めてのことだ

と思います。 

 次に２ページでございます。管理費支出でございます。こちらは人件費

と事務費からなっておりまして、予算額は７,５１３万４,０００円、決算

額が６,５９９万４,６６５円でございます。差異として９１３万９,３３

５円の残額がございます。これは、主に１、人件費支出のほうでございま

す。財団職員の人件費全てにかかわるものでございますけれども、事務局

長１、職員４の給与、そして常務理事の給与が当初ついて予算化されてお

りましたが、４月１日から１年間空席による残額が全体に占めております。

このため、人件費に関しては予算額が６,５２０万５,０００円に対して、

決算額が５,６７１万１,７０８円ということで、差異として８４９万３,

２９２円の残額がございます。これは全て市のほうへ返金いたします。 

 ２ 事務費支出でございます。予算額が９９２万９,０００円に対して、

決算額は９２８万２,９５７円でございまして、６４万６,０４３円の残額

でございます。これは、財団運営にかかわる事務経費、それから所蔵資料、

図書、雑誌の収集費用、それから所蔵品の動産保険等と施設賠償保険等に

かかわる保険料にかかわる事務費がほぼを占めております。この中で残額

が多いものに関して申しますと、報酬が８７万円に対して５８万５,００

０円、２８万５,０００円の残となっております。通常、理事会の開催が

年３回程度プラス役員にご出席いただく会などがございましたが、平成２

８年度は理事会の開催回数が２回ということで、かなり減っておりまして、

それによる残額が大きい理由となっております。 
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 そのほか負担金のほうでございますが、３０万３,０００円に対して、

１５万３,０００円の決算額。差異として１５万円ございます。これはぐ

るっとパス、文学館協議会等の負担金、それから研修の負担金からなって

おりまして、ぐるっとパスの負担金に関しては１５万円全額が年度末に返

還されておりますので、それで戻入したことによる１５万が残額となった

ということでございます。 

 次に公租公課でございます。３５万４,０００円に対して３５万３,７７

９円でございます。消費税それから一般会計分の法人税、これは均等割に

かかわる７万円でございます。それから印紙代に関する費用でございます。

一般会計の消費税分に関しては、まず消費税全額が３１万５,０００円と

いうことでございまして、この中で収入割合によるもので、一般会計の消

費税分が計算されております。一般会計の消費税が３２万３,８９９円に

当たります。この公租公課の大半にかかわる費用でございます。 

 次に繰出金でございます。７万円計上しております。法人税の一括支払

いのために一般会計分の均等割額の７万円を繰り出すものでございます。 

 次に２ 事業費支出でございます。実篤記念館の事業にかかわる費用で

ございまして、予算額が総額２,３７９万２,０００円、決算額は２,１７

４万６,６１１円でございます。差異としては２０４万５,３８９円でござ

います。まず１ 普及促進事業費支出でございます。こちらは展覧会及び

普及事業にかかわる費用でございます。この中で残額が多いものに関して、

ご説明させていただきます。役務費でございます。役務費は２４２万１,

０００円の予算額に対して、決算額が２１０万７０５円となっております。

主に美術品の運搬や展示作業、通信費、保険料等によるものでございます。

今回は、長野の木島平等に行った移動展の契約差額がかなり大きくなって

いるということで、この金額が残額となっております。そのほか使用料、

賃借料でございます。２３万５,０００円に対して１４万ということで、

展示作品の借用料や著作権及び会場使用料にかかわる費用でございますが、

これも展示作品の借用料がふだんの展覧会より数が少なかったということ

もあり、予定より少なかったということで、９万４,５００円の残になっ

ております。 

 次に２ 資料管理事業費の支出でございます。８５２万２,０００円の

予算額に対して、決算額は７１４万８,５７５円でございます。残額が１

３７万３,４２５円でございます。これらは資料の整理・保存にかかわる

費用で、空調改修工事に伴い資料の保管のための費用、そして搬出のため
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の費用の予算となっております。中に資料の移動・保管にかかわる費用の

役務費が残額として多うございまして、６１６万９,０００円の予算額に

対して、決算額が４０８万３,５２９円でございます。残額としては１３

６万５,４７１円ということでございます。これは、まず搬出するための

エリアというのが、当初、収蔵庫の全般にかかわるということで積算させ

ていただきましたが、天井をあける場所が約３分の１と小さくなったこと

から、保管の箱数の減によりまして費用が減額になったもので、契約の全

体の差額による残でございます。 

 次に３、情報提供システム事業費支出でございます。これは情報提供シ

ステムの運用にかかわる費用で、４２８万円の予算額に対して、決算額が

４２３万９,７５６円、４万２４４円の残でございます。システムの管理

の委託料、それからシステム機器のリース料、それから光回線の使用料等

の費用に当たります。 

 次に３ 施設管理費支出でございます。１,８６９万８,０００円の予算

額に対して、決算額は１,８５７万３,６２６円で、１２万４,３７４円の

残額となります。実篤記念館の施設管理及び日常管理にかかわる費用でご

ざいまして、実篤記念館の施設管理にかかわる費用が、１、施設管理運営

事業費が１,３１３万２,０００円の予算額に対して、１,３０３万７１８

円の決算額、残額としては１０万１,２８２円でございます。主に需用費

の光熱水費、施設管理用の消耗品、それから修繕費でございます。先ほど

事業報告でございましたように、修繕費が約４００万程度、それから電気

の光熱水費が３５０万程です。今年は光熱水費に関しては、１１月の半ば

から２月の初めまで空調機がストップしていたということで、かなり光熱

水費に関しては例年よりも５０万程度安くなっている状況でございます。

ただ、その間に施設の修理、それから二酸化炭素消火のガス弁の改修等の

増額になる要因もございましたので、８２９万円余りの支出となっており

ます。 

 次に委託料でございます。３２９万円の予算額に対して３８６万２,３

３４円ということで、こちらは館内清掃や環境調査、案内板の制作、保守

点検や警備等の委託料に当たります。そのほか使用料及び賃借料が７３万

３,０００円の予算額に対して、決算額が７２万８,４８４円ということで

す。 

 ２ 実篤公園管理事業費でございます。実篤公園の日常管理にかかわる

費用でございまして、５５６万６,０００円の予算額に対して、５５４万
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２,９０８円、残額としては２万３,０９２円ということでございます。 

 以上をもちまして、事業活動支出の計が、予算額１億１,７６２万４,０

００円に対し、決算額が１億６３１万４,９０２円、残額として１,１３０

万９,０９８円でございます。事業活動収支差額でございます。予算額の

ところにある５万円は、後ほど出てくる予備費に当たります。そして、決

算額としては、１,１４７万９,２８２円が収支差額となります。 

 次にⅡ 投資活動収支の部。こちらは対象がございませんでしたので、

０円となります。 

 次に４ページ、Ⅲ 財務活動収支の部。２ 財務活動支出のほうの１、

返還金が市への返還金の総額でございます。補助金の全て、それから指定

管理料、それから実篤公園日常管理委託料の残額、合わせて合計１,１４

７万９,２８２円を市に返還いたします。 

 Ⅳ 予備費支出でございます。予備費支出は５万円の予算額に対して、

決算額０円でございまして、残額の５万円ということになります。 

 当期収支差額が０円でございます。それから前期繰越収支差額も０円で

したことから、次期繰越収支差額も０円となります。 

 次に２ 特別会計でございます。物品販売事業を中心とした自主事業の

収入と支出をあらわしております。１ 自主事業収入でございます。予算

額４２７万６,０００円に対して、決算額は３６４万５,３０３円でござい

ます。差異が６３万６９７円ございます。これは、ミュージアムグッズの

販売収入が比較的休館中にもかかわらず堅調ではありましたが、３２６万

４,１４５円の決算額になっております。事業活動収入は、自主事業収入

の予算額、決算額、差異と同額となっております。 

 次に事業活動支出でございます。１ 事業活動支出の合計額が４２７万

６,０００円に対して、決算額は２８９万５,３５９円、残額が１３８万６

４１円で、自主事業にかかわる費用でございます。積立金支出はございま

せんでした。物品販売事業費支出に関しては、決算額が２６２万３,８６

１円、差異が１００万２,１３９円でございます。執行率は６３.４％とい

うことになっております。商品仕入の決算額は１９２万７,２２３円で、

差異が８２万７,７７７円となっております。 

 公租公課でございます。３２万５,０００円、決算額が３２万４,３０３

円でございます。差異として６９７円でございます。法人税の均等割と収

益分それから消費税特別会計分の２万７,４０１円、印紙分の費用でござ

います。 
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 ３ 自主事業費でございます。６４万円の予算額に対して決算額は２７

万１,４９８円。差異として残額が３６万８,５０２円でございます。自主

事業にかかわる朗読会や再開館の記念のコンサート等の費用とそれから備

品購入費にかかわる費用でございます。執行率が４２.４％でございます。 

 事業活動支出計が、合計予算額４２７万６,０００円に対して決算額が

２８９万５,３５９円、差異が１３８万６４１円でございます。 

 事業活動収支差額でございます。決算額が７４万９,９４４円というこ

とで、これが平成２８年度の特別会計に関する収益の費用に当たる金額と

なります。 

 次のページをごらんくださいませ。特別会計の投資活動収支それから財

務活動収支は、いずれも０円、予備費もございませんでした。当期収支差

額の７４万９,９４４円に、前期繰越収支差額２６４万７,０２９円を足し

まして、次期繰越収支差額が３３９万６,９７３円となります。 

 次に正味財産増減計算書をごらんいただきたいと思います。平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日までの一般会計と特別会計を連結した

事業全体の収支、資産の増減をあらわしております。それぞれの収入・支

出に関しては、先ほどの収支計算書と同額が記載されておりますので、当

年度と前年度の増減が大きいものに関してご説明させていただきます。 

 まずⅠ 正味財産増減の部の１ 計上増減の部、１ 経常収益でござい

ます。増減が多いものは指定管理料の８４９万１,０００円でございます。

これは空調工事に伴う作品・資料の２８年度に限る費用増、それから修繕

料、それから３カ年にわたる二酸化炭素ガス弁の改修による増でございま

す。また、利用料金収入でございますが、３７万７,３３０円の減でござ

います。これは、４カ月半の空調工事に伴う休館による減でございます。

対して頒布料に関しては、３万４,９２０円の売り上げ増でございます。 

 次に自主事業収入でございます。前年度に対して１９１万５,５２７円

の減額となります。これは、昨年度、平成２７年度が３０周年記念事業に

当たりまして、それの記念事業のオリジナルグッズ、それから市の施行６

０周年に伴う記念品の製作販売というようなこともございまして、全体に

自主事業収入として物品販売事業収入が多く占めております。空調工事に

伴う休館による減、そして３０周年記念事業終了による減で、物品販売事

業のほうが１８６万４,８０８円減額となっております。 

 以上で、経常収益に関しては、昨年度に比べ７０９万１,１１０円増と

なります。 
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 ２ 経常費用でございます。管理費のほうで、人件費で３１５万２,４

３１円の減額になっております。これは全体に先ほど来ご説明しておりま

すように、常務理事空席による全体の減です。それに対して、諸手当、嘱

託の報酬が増になっております。職員の諸手当に関しては、平成２８年度

の期末手当の改定による増が含まれておるということ。それから嘱託報酬

に関して１０万４,０００円余が増になっておりますが、これは３月に資

料の搬入そして再開館の準備ということが一気にこの１カ月に全て集中し

たということで、業務量増による残業代の増ということになっております。

また、臨時職員の減が若干ございます。これは空調工事に伴う休館期間の

受付の１名の減によるものです。それに対して臨時職員の単価が１０円ほ

ど上がっておりますので、増減の幅が若干１人減という割には少なくなっ

ているかと思います。 

 次に事務費でございます。全体では５万６,２９３円の減額でございま

すけれども、報酬に関しては４３万５,０００円の昨年度に比べて減にな

っております。先ほど来申しますように、理事会の開催の数が減ったこと、

３０周年事業で役員の皆様方にご出席いただく会などがかなりあったとい

うことで、全体に３０周年事業の終了と回数が減ったということで４３万

５,０００円余りの減になっております。これに対して、需用費が１８万

６,４８５円増になっております。これは業務量、非常にリストをコピー

しなければいけないとか、それからプリンタートナーの費用とかで、コピ

ー代及びプリンタートナーの増がかなり大きく占めております。次に負担

金でございます。２万５,０００円の増でございます。これは職員の救命

講習を行った費用の増ということになります。それから、公租公課が４万

円余り増になっておりますが、これは消費税の増によるものです。 

 事業費、普及促進事業費、全体で５２万９,５５２円の減となっていま

す。これは３０周年事業の終了による減、それから休館に伴う事業の一部

休止ということで、費用の減ということになっております。その中で委託

料が９４万７,６９１円増になっております。これは、映像作品を1年に1

作品制作した事業の復活によるものです。平成２７年度は３０周年記念事

業に集中するために、毎年制作していた映像作品の制作を休止しておりま

したが、平成２８年度に復活したために委託料が９４万円余り増になって

おります。 

資料管理事業費でございます。５５７万９,６１５円という増になって

おります。これは空調工事に伴う資料の移動・保管に伴う増でございます。
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情報提供システムの事業費でございます。５万１,８４０円増になってお

ります。サーバー機器の故障によるシステムの再設定による費用増による

ものでございます。 

 施設管理費でございます。全体では８４万３,９０８円の増でございま

して、特に需用費、修繕費、二酸化炭素消火設備改修にかかわるところが

２３５万６,４７３円の増となっております。これに対して、委託料が１

６８万６,３１８円減となっています。隔年実施の環境調査と燻蒸作業の

費用の差額による減でございます。使用料賃借料の１９万９,５４８円は、

駐車場の土地賃借料の増によるものでございます。 

 自主事業に関しては、物品販売事業費で１４０万８,４７７円、空調工

事に伴う休館それから３０周年記念事業終了による全体の減でございます。

その中で公租公課が若干増えておりますが、これは収益率の増によるもの

でございます。詳しく申しますと、自主事業費の方で今年度１００万余り

の収益がございました。前年度は収入が５００万近くございましたけれど

も、３０周年記念事業などで支出も多くございまして、それに対して７０

万余りの収益でございました。これに対して、約４０万の増ということで、

収益率が多かったということで、法人税が若干増えているということにな

っております。自主事業費のほうでは、６５万３,９７８円の減でござい

ます。これはひとえに３０周年記念事業の終了による減でございます。 

 以上で経常費用計が、当年度が１億９２１万２６１円に対して、前年度

が１億８５３万５,６２９円で６７万４,６３２円の増でございました。 

 当期経常増減額でございます。当年度額が１,２２２万９,２２６円に対

して、前年度が５８１万２,７４８円でしたので、６４１万６,４７８円の

増がございます。返還金に関しましては、１,１４７万９,２８２円返還い

たしますので、これに対して昨年度は５２０万余りでございましたので、

６２６万９,５５０円の返還額の増になっております。 

 以上で一般正味財産期末残高が３３９万６,９７３円、前年度２６４万

７,０２９円に対して７４万９,９４４円。これは特別会計の純収益になっ

ております。寄附金が７万円、これに関しては一般会計の均等割分がこち

らのほうに入っておりまして、指定正味財産期末残高が４９１万９,７６

８円ということで、昨年度に対して７万円の増になっております。 

 基本金の期末残高は３００万円で変わりはございません。正味財産期末

残高が、今年度２８年度は、１,１３１万６,７４１円、昨年度が１,０４

９万６,７９７円に対して８１万９,９４４円増となっています。 
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 次に１１ページをごらんいただきたいと思います。貸借対照表でござい

ます。負債を含めた資産の合計、現在の資産の状況を示すもので、平成２

９年３月３１日現在でございます。 

 Ⅰ 資産の部、１ 流動資産、それから１ 現金預金ということで、当

年度３,１８８万８,４７１円の合計でございます。前年度に比べて１,０

３０万７,２１７円の増になっております。これは、かなり返還金が多く

なったということが大きな意味を占めております。小口現金は４万９９１

円、物品販売等の収入が、年度末の分が残っているということ。普通預金、

定期預金に関しては、一般会計の三井住友、みずほ銀行の合計で、一般会

計と特別会計の口座の合計額でございます。定期預金に関しては、特別積

立金の預金をこちらに集約しておりまして、４７１万１,７１０円で、昨

年度に比べて１,０６５円増になっております。これは利子による増でご

ざいます。 

 次に２ 未収金でございます。２５万８,５９１円、前年度に対して３

２万４,６８５円のマイナスでございます。それから３ 商品でございま

す。平成２９年３月３１日現在の商品期末残高でございます。９２万３,

７５０円で、前年度に対して７２３円の減でございます。仮払金７万円、

これは平成２９年度分のつり銭と手元金を出しているものでございます。

カレンダーが４月１日が土曜日ということで、年度末にこの平成２９年度

分のつり銭と手元金を手元に残したということによるものでございます。 

 以上で流動資産の合計が、当年度は３,３１４万８１２円に対して、増

減が１,００５万１,８０９円の増になっております。 

 固定資産、投資有価証券３００万円は変わりございません。基本財産、

その他固定資産でリース資産でございます。パソコンや車両、コピー機リ

ース等の資産でございまして、８２６万７,１０４円でございます。増減

としては２万８,５１０円でございます。例年ですと２５０万程度減額に

なってまいりますが、２８年度は事務系のパソコンのリースアップに伴う

入れかえ、車両の入れかえなどがございまして、リース資産が全体に上が

っている状況になっております。固定資産の合計が、当年度１,１２６万

７,１０４円、昨年度に対して２万８,５１０円の減でございます。 

 資産合計が４,４４０万７,９１６円、昨年度に対して１,００２万３,２

９９円の増となっております。 

 次に１２ページでございます。負債の部、流動負債でございます。未払

金、預り金、未払消費税、未払法人税、リース債務等の合計で、３,３０
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９万１,１７５円でございます。 

 正味財産の部、基本金が３００万、寄付金が４９１万９,７６８円。３、

正味財産として３３９万６,９７３円。正味財産合計が１,１３１万６,７

４１円となります。負債及び正味財産合計が４,４４０万７,９１６円で、

昨年度に対して１,００２万３,２９９円の増になっております。 

 次に財産目録です。平成２９年３月３１日の資産と負債の内訳でござい

ます。先ほどの現金預金それから未収金、商品の資産の部の内訳になって

おります。流動資産の合計が３,３１４万８１２円。固定資産が投資有価

証券としてＳＭＢＣ日興証券に平成２４年度兵庫県市町共同公募債で３０

０万、基本財産を運用しております。その他、固定資産としてリース資産

としてございます。資産の合計が４,４４０万７,９１６円になります。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。負債の部、未払費用の合

計が２,３７７万７,８４１円、平成２９年３月３１日現在の未払金の合計

でございます。大半が市への返還金になっております。２ 預り金が、社

会保険料、市民税で３９万９,０３０円。未払費用、未払法人税、リース

債務ということで、流動負債の合計が３,３０９万１,１７５円、負債合計

として３,３０９万１,１７５円、正味財産の合計が１,１３１万６,７４１

円となります。 

 次に１５ページには財務諸表に対する注記、それから１６ページには、

平成２９年４月２６日に行われました監査報告書写しを添付しております。 

 以上で収支計算書のご説明を終わらせていただきます。 

○柏原理事  はい、ただいま事務局から議案第１５号の説明がございま

した。 

 続きまして、新井監事から一般財団法人調布市武者小路実篤記念館定款

第２６条の規定により、平成２８年度収支決算につきまして、監査報告を

していただきます。では新井監事、お願いいたします。 

○新井監事  それでは監事を代表いたしまして、一般財団法人調布市武

者小路実篤記念館定款第２６条及び関連法令に基づき、平成２８年の４月

１日から平成２９年３月３１日までの平成２８年度における業務監査及び

会計監査の結果につきまして、ご報告申し上げます。 

 先日、４月２６日水曜日に調布市武者小路実篤記念館におきまして、監

事２名が同席して監査を実施いたしました。初めに事務局から関係帳簿を

もとにした平成２８年度の決算に関する説明を受けました。その後、慎重

に監査を行いました結果、事業報告は妥当であり、貸借対照表、正味財産
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増減計算書及び財産目録は公正で妥当なものであると認められました。公

益法人会計基準及び関係法令並びに一般財団法人調布市武者小路実篤記念

館定款及び会計規程により、法人の財産及び収支の状況を正しく表示して

いるものと確認し、事務処理及び計数上のいずれの点におきましても、適

正に執行されているものと認められました。以上、報告をいたします。 

○柏原理事  はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま新井監事から報告がありましたが、事務局からの説明も含めて、

決算全般について質疑・ご意見はございますでしょうか。 

 特によろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ご質問等ないようですので、異議なしと認め、議案第１５号

「平成２８年度一般財団法人調布市武者小路実篤記念館収支計算書（案）

の承認について」は、了承することと決定いたしました。 

 議案につきましては、以上となります。 

 続きまして、報告事項。報告事項について、事務局からご報告をお願い

いたします。 

○事務局  それでは報告事項として、１件報告させていただきます。報

告第１号「平成２９年度調布市市議会第２回定例会に提出する平成２８年

度一般財団法人調布市武者小路実篤記念館の経営状況報告について」でご

ざいます。 

 これは、調布市における財政監理団体である一般財団法人調布市武者小

路実篤記念館の平成２８年度における事業及び収支決算に関する経営状況

について、来る平成２９年６月に開催が予定されております平成２９年調

布市議会第２回定例会に報告案件として提出する必要があるため、提出さ

せていただくものであります。提出する報告の中身でございますが、先ほ

ど本日ご承認をしていただいた事業報告と議案の内容をもとにして、経営

状況報告書を作成し、議会に対してご報告するものであります。 

 報告につきましては、以上でございます。 

 次に、その他報告事項といたしまして、相談役の設置の件について、ご

報告させていただきます。今回の新しい理事長のもとでのスタートに合わ

せ、福田理事長におかれましては、その長年にわたる功績と経験を生かし

ていただき、引き続き相談役として将来の財団の事業運営に助言・ご指導

をいただきたいと考えております。今後、事務局で速やかに規程を整備し

てまいりたいと考えておりますので、相談役の設置の件について、ご了承

をお願いしたいと存じます。 
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 なお、規程にも盛り込みますけれども、相談役の任期でございますが、

理事の任期に合わせ、当年２年間の任期として予定させていただいており

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○柏原理事  それでは、ただいま事務局から報告事項の説明がございま

した。ご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

 それでは、報告事項は異議なしと認めます。 

 以上で本日予定していた案件は全て終了いたしました。 

 最後になりますが、ここでこのたび理事長を退任されます福田宏理事長、

理事を退任されます宇津木理事と監事を退任されます市瀬監事から、それ

ぞれ一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

 それでは理事長、よろしくお願いいたします。 

○福田理事長  またこの声ですので、大変申しわけございません。 

 平成１８年に、まだ事業団でございましたときに、現市長から理事長職

をお譲りいただきました。結果的に１１年の長きにわたって、一般財団法

人を含めまして理事長職を務めさせていただきました。ここまでやってこ

られましたのも、市の関係の皆様、並びに役員の皆様、理事の皆様、それ

から職員の皆様が非常に熱心にお教えいただいて、引っ張っていただいた

おかげでございまして、大変ありがたく思っております。 

 この間、先ほどございましたように３０周年の記念の行事がありました

り、一番最初、理事長職を受ける前の年はちょっとまだ友の会の役員をや

っておりました。その年には、大雨で床が浮いてしまったり、いろいろご

ざいました。多々いろいろ問題はございましたけれど、これを乗り切って

こられましたのも皆様のおかげと感謝いたしております。 

 先ほど来申し上げておりますように、引き続き皆様方には記念館をバッ

クアップしていただいて、新しい方々をぜひ盛り立てていただけたらと思

っております。長いこと、ありがとうございました。（拍手） 

○柏原理事  続きまして、じゃ、宇津木理事、お願いします。 

○宇津木理事  改めまして、４年間の間、理事をお世話になりまして。

私は市役所に昭和５７年に入省して、最初のその年に実篤公園を見学して、

そして昭和６０年には記念館が設置され、そして平成２０年から前の職場

の行政経営部のほうで監理団体の所管という形の中で、福田理事長そして

事務局の福島さん、伊藤さんとずっと調整をさせていただく形で、そして



３６ 

その間、大きな流れの中で公益法人制度改革の計画どおり平成２５年に乗

せることができたと。そして、平成２５年にみずからは教育部長として理

事に就任させていただいたという形の中で、この間いろいろ監理団体の改

革、法人化、指定管理、そして３０周年と、節目の年にかかわらせていた

だいて、ほんとうにありがとうございました。この間、ほんとうに事務局

にはお世話になりました。今後とも芸術文化に携わる部門に就任しており

ますので、引き続き実篤記念館と一緒になって調布の文化活動を盛り上げ

ていければなと思っております。どうも長い間ありがとうございました。

（拍手） 

○柏原理事  では、市瀬監事、お願いします。 

○市瀬監事  改めまして、私は２年間というほんとうに短い間でござい

ました。ほんとうに短い間で何のお力にもなれずといいますか、ほんとう

に申しわけない気持ちでいっぱいなんですけれども、この間、社会教育課

長という立場で、いろいろな社会教育の施設のほうにも携わらせていただ

きまして、私自身もいろいろ勉強になる２年間だったなと思っております。

これもひとえに皆様方のおかげだと思っておりますので、ほんとうにあり

がとうございました。 

 私もまだ公務員生活が何年か残っておりますので、もしかすると皆様と

お会いすることもあろうかなということもありますので、その際はよろし

くお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

○柏原理事  どうもありがとうございます。福田理事長、宇津木理事、

それから市瀬監事、どうもご苦労さまでございました。 

 それでは、これをもちまして一般財団法人調布市武者小路実篤記念館平

成２９年度第１回定時理事会を閉会とさせていただきます。皆様方、ご進

行等々のご協力ありがとうございました。 

 

（午後３時 閉会） 


